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(57)【要約】
【課題】　検体を高速に識別することができる識別ユニ
ットを提供する。
【解決手段】　識別ユニット９０は、検体１９０からの
ラマン散乱光を採光する複数の採光ユニット１１０と、
採光されたラマン散乱光を導光する複数の光ファイバ１
２１と、導光された複数のラマン散乱光を分光する分光
素子１３３と、分光された複数のラマン散乱光を受光す
るように配置され主走査と前記主走査の方向と交差する
方向において前記主走査より低い周波数で走査される副
走査とにより撮像する撮像部１３５と、を有する。分光
素子１３３によって分光された複数のラマン散乱光は、
撮像部１３５に形成されるスペクトル像が撮像部１３５
の主走査方向に沿うように投影される。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検体からの光を分光することに前記検体に含まれている成分を識別する識別ユニットで
あって、
　前記検体からのラマン散乱光を採光する複数の採光ユニットと、
　採光された前記ラマン散乱光を導光する複数の光ファイバと、
　導光された前記複数のラマン散乱光を分光する分光素子と、分光された前記複数のラマ
ン散乱光を受光するように配置され主走査と前記主走査の方向と交差する方向において前
記主走査より低い周波数で走査される副走査とにより撮像する撮像部と、を有し、
　前記複数の光ファイバは前記複数のラマン散乱光を前記分光素子に向けて導光する出射
端を有し、前記複数のラマン散乱光の一つに対応して前記撮像部に形成されるスペクトル
像が前記撮像部の主走査方向に沿うように、前記出射端と前記分光素子とが配置されるこ
とを特徴とする識別ユニット。
【請求項２】
　前記撮像部は、エリアイメージセンサであることを特徴とする請求項１に記載の識別ユ
ニット。
【請求項３】
　前記エリアイメージセンサは、ＣＭＯＳイメージセンサであることを特徴とする請求項
２に記載の識別ユニット。
【請求項４】
　前記スペクトル像の投影方向と前記主走査方向とがなす角は、０°以上５°以下である
ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の識別ユニット。
【請求項５】
　前記分光素子の数および前記撮像部の数は、前記採光ユニットの数よりも少ないことを
特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載の識別ユニット。
【請求項６】
　前記光ファイバユニットの出射端側において、前記複数の光ファイバは列状に配置され
ている部分を有することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載の識別ユニッ
ト。
【請求項７】
　前記複数の採光ユニットは、前記検体に光を照射する照明光学系を備えていることを特
徴とする請求項１乃至６のいずれか一項に記載の識別ユニット。
【請求項８】
　前記撮像部のシャッタ方式は、ローリングシャッタ方式であることを特徴とする請求項
１乃至７のいずれか一項に記載の識別ユニット。
【請求項９】
　前記撮像部のリセット方式は、ローリングリセット方式であることを特徴とする請求項
８に記載の識別ユニット。
【請求項１０】
　前記分光素子により分光された前記複数のラマン散乱光のスペクトル像のそれぞれは、
前記副走査の方向に沿って前記撮像部の異なる位置に投影されることを特徴とする請求項
１乃至９のいずれか一項に記載の識別ユニット。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の識別ユニットと、
　前記撮像部から前記複数のラマン散乱光のスペクトルデータを取得し、前記検体に含ま
れる樹脂を識別する識別処理を行うデータ処理部と、を有する識別装置。
【請求項１２】
　前記採光ユニットが採光可能な位置に前記検体が載置される載置部をさらに有すること
を特徴とする請求項１１に記載の識別装置。
【請求項１３】
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　前記載置部は、前記検体が搬送される搬送面を有し前記検体を所定の搬送方向に搬送す
る搬送ユニットを含むことを特徴とする請求項１２に記載の識別装置。
【請求項１４】
　前記複数の採光ユニットは、前記搬送方向と交差する搬送幅方向において互いに異なる
位置に配置されていることを特徴とする請求項１３に記載の識別装置。
【請求項１５】
　前記複数の採光ユニットは、前記搬送方向において互いに異なる位置に配置されている
ことを特徴とする請求項１３または１４に記載の識別装置。
【請求項１６】
　請求項１３乃至１５のいずれか一項に記載の識別装置と、
　前記搬送ユニットの前記搬送方向の下流側に配置され、前記識別装置の識別結果に基づ
いて前記検体を選別する選別装置と、
　を有することを特徴とする選別システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、検体に含まれる樹脂を識別する識別装置および選別システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　家庭ごみや産業廃棄物に含まれている様々な種類のプラスチックやエラストマー等の樹
脂を新しい製品の原料として再生利用する際には、廃棄物中の樹脂を材質ごとに選別する
ことが求められる。リサイクル施設においては、これらの廃棄物を機械的に破砕して樹脂
片や金属片が混合した破砕物とした後に、さまざまな方法で分別することが行われている
。
【０００３】
　プラスチック等の樹脂片を分別する方法の一つに、ラマン散乱を利用した方法がある。
ラマン散乱を利用することで、樹脂の材質を識別したり、成分組成やその分布を調べたり
することが可能となる。樹脂をベルトコンベアなどの搬送手段によって搬送し、搬送され
ている樹脂からラマン散乱光を検出して識別することで、高スループットの樹脂識別シス
テムを構成することができる。
【０００４】
　特許文献１には、ベルトコンベアの搬送方向に垂直な方向、すなわちベルトコンベアの
幅方向に複数のラマン分光装置を配列したプラスチック識別装置が記載されている。これ
により、ベルトコンベアの幅方向の複数個所で識別対象のプラスチックを識別することが
でき、識別のスループットをさらに高めることができる。
【０００５】
　特許文献２には、それぞれ異なる測定箇所からラマン散乱光を採光する複数のプローブ
ヘッドを有するラマン分析装置が記載されている。特許文献２のラマン分析装置は、各プ
ローブヘッドからの光をそれぞれ導光する複数の光ファイバが出射端側で束ねられた光フ
ァイバユニットを有している。そして、それぞれ異なる測定個所から採光された複数のラ
マン散乱光を１つの回折格子で分光し、１つのＣＣＤカメラで撮像する。これにより、複
数個所からのラマン散乱光を１つの分光器でまとめて分光測定することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１１－２２６８２１号公報
【特許文献２】特開２０１２－１２２８５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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　特許文献１では、複数台のラマン分光装置をそのまま配置しているため、識別装置全体
の装置構成が複雑になる上、装置コストが高くなるという課題がある。そこで、特許文献
２のように光バンドルファイバとＣＣＤカメラを用いて分光器部分を集積化することで、
装置構成を単純化するとともに、装置コストを低減することが考えられる。
【０００８】
　特許文献１のようにベルトコンベア上で高速に搬送されている樹脂片を識別するために
は高速に識別処理を行うことが要求されるため、ＣＣＤイメージセンサではなく、信号の
高速読み出しが可能なＣＭＯＳイメージセンサを用いることが好ましい。本発明者らが鋭
意検討した結果、ＣＭＯＳイメージセンサのように画素行ごとに信号を順次読み出す撮像
部を用いると、撮像部や分光素子の配置によっては識別処理の速度が低下してしまうとい
う新たな課題が見いだされた。
【０００９】
　そこで本発明では、上述の課題に鑑み、単純な装置構成で、ベルトコンベア上で搬送さ
れている樹脂片を高速に識別することができる樹脂識別装置を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一側面としての識別ユニットは、検体からの光を分光することに前記検体に含
まれている成分を識別する識別ユニットであって、前記検体からのラマン散乱光を採光す
る複数の採光ユニットと、採光された前記ラマン散乱光を導光する複数の光ファイバと、
導光された前記複数のラマン散乱光を分光する分光素子と、分光された前記複数のラマン
散乱光を受光するように配置され主走査と前記主走査の方向と交差する方向において前記
主走査より低い周波数で走査される副走査とにより撮像する撮像部と、を有し、
　前記複数の光ファイバは前記複数のラマン散乱光を前記分光素子に向けて導光する出射
端を有し、前記複数のラマン散乱光の一つに対応して前記撮像部に形成されるスペクトル
像が前記撮像部の主走査方向に沿うように、前記出射端と前記分光素子とが配置されるこ
とを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】選別システムの構成を模式的に示す図である。
【図２】採光ユニットの構成の一例を模式的に示す図である。
【図３】撮像部の構成を模式的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明を実施するための形態について図面を参照しながら説明する。なお、本発
明は、以下の実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、
当業者の通常の知識に基づいて、以下の実施の形態に対して適宜変更、改良等が加えられ
たものも本発明の範囲に含まれる。
【００１３】
　（第１の実施形態）
　図１～３を参照して、本発明の第１の実施形態に係る選別システムについて説明する。
図１は、第１の実施形態に係る選別システムの構成を模式的に示す図である。
【００１４】
　本実施形態の選別システム１は、搬送ユニット１５０を有し、搬送ユニット１５０によ
って搬送される検体１９０の種類を識別する識別処理を行い、その識別結果に応じて検体
１９０に含まれる成分を選別するシステムである。
【００１５】
　ここで、検体１９０に含まれる成分としては、金属を主に含む金属片、金属酸化物の結
晶を主に含むセラミック片、金属酸化物の非晶質を含むガラス片、樹脂を主に含む樹脂片
、等である。多くの場合、検体１９０は、家庭ごみや産業廃棄物等が破砕されたものであ
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る。検体１９０は、前工程として破砕工程を経ていると換言される。ここで、本明細書に
おける樹脂は、熱可塑性樹脂（プラスチック）や熱硬化性樹脂、ゴム、エラストマー、セ
ルロース、紙、等を含む、有機物の重合体全般を意味する。なお、検体１９０は、合成樹
脂以外にガラスや繊維等のフィラーや、難燃剤、可塑剤などの各種添加物を含む場合があ
る。本実施形態に係る選別システム１は、樹脂片を構成する樹脂の種類、すなわち樹脂片
の材種を識別することに加えて、これらの添加物の有無や種類を識別することを含む。
【００１６】
　選別システム１は、図１に示すように、識別装置１００と選別装置１６０と、を備えて
いる。識別装置１００は、図１に示すように、識別ユニット９０と搬送ユニット１５０と
を備えている。識別ユニット９０は、採光ユニット１１０と、採光ユニット１１０で採光
されたラマン散乱光を分光器１３０に伝送する光ファイバユニット１２０と、分光器１３
０からの出力結果に基づき識別のための演算処理を行うデータ処理部１４０と、を備えて
いる。
【００１７】
　採光ユニット１１０は、採光部１１０ａ～１１０ｅを複数備え、後述する搬送路の幅方
向に複数載置された検体からのラマン散乱光を採光する。光ファイバユニット１２０は、
複数の光ファイバ１２１ａ～１２１ｅを備え、分光器１３０の側において束ねられている
。分光器１３０は、結像レンズ１３１、ロングパスフィルタ１３２、分光素子１３３、結
像レンズ１３４、および撮像部１３５を備えている。光ファイバユニット１２０は複数の
光ファイバ１２１ａ～１２１ｅを備え、光ファイバ１２１ａ～１２１ｅのそれぞれは、複
数の採光ユニット１１０ａ～１１０ｅのそれぞれと接続されている。採光ユニット１１０
で採光されたラマン散乱光を並列的に分光素子１３３に導光する。ここでは５つの採光部
１１０ａ～１１０ｅを備えた構成について説明するが、採光ユニット１１０の数およびそ
れに対応する光ファイバ１２１の数は複数であれば特に限定されない。結像レンズ１３１
は、光ファイバ１２１からの光を平行光化する。ロングパスフィルタ１３２は、結像レン
ズ１３１と回折格子１３３との間に配置され、残存する励起光成分を除去し、ラマン散乱
光を透過させる。
【００１８】
　識別装置１００は、採光ユニット１１０と、光ファイバユニット１２０と、分光器１３
０と、データ処理部１４０と、を含む識別ユニット９０と、搬送面上に載置された検体１
９０を搬送する搬送ユニット１５０と、を備える。搬送ユニット１５０は、ベルトコンベ
ア１５２と、ベルトコンベア１５２を駆動する駆動モータ１５１と、をさらに有する。本
実施形態の識別装置１００は、識別ユニット９０と搬送ユニット１５０とを備える。
【００１９】
　搬送ユニット１５０は、不図示の検体供給部から投入された検体１９０を測定位置へ所
定の速度で搬送する。搬送ユニット１５０としては、検体１９０を搬送面上に載置した状
態で搬送できる手段であれば、ベルトコンベア１５２の他に、ターンテーブル、搬送ドラ
ム、などを用いることができる。本実施形態に係る選別システム１によるラマン散乱測定
は、検体１９０が搬送ユニット１５０によって搬送されている間に行われ、測定後、検体
１９０は搬送方向に搬送され、後述する選別装置１６０によって識別装置１００の識別結
果に基づき選別される。
【００２０】
　また、選別システム１は、採光ユニット１１０よりも搬送ユニット１５０の搬送方向２
２０の下流側に配置される選別装置１６０をさらに有する。選別装置１６０は、識別装置
１００の識別結果に基づいて検体１９０の選別を行う。
【００２１】
　以下、選別システム１を構成する各部について詳細に説明する。
【００２２】
　（採光ユニット）
　図２は、採光ユニット１１０の構成の一例と模式的に示す図である。採光ユニット１１
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０は、検体１９０に光を照射する照明光学系１１０７と、検体１９０からのラマン散乱光
を採光する採光光学系１１１３と、を有する。
【００２３】
　照明光学系１１０７は、搬送ユニット１５０の搬送面上の検体１９０を、光源からの光
で照明する光学系である。照明光学系１１０７によって照明された検体１０９は、ラマン
散乱光を発する。このとき、検体１９０から発生するラマン散乱光の強度は、同時に発生
するものの弾性散乱し波長シフトを呈しないレイリー散乱光の強度に対して１０－６倍程
度であり、極めて微弱である。照明光学系１１０７は、図２に示すように、半導体レーザ
１１０１、レーザマウント１１０２、レーザドライバ１１０３、コリメータレンズ１１０
４、シリンドリカルレンズ１１０５、及び、集光レンズ１１０６と、を有する。
【００２４】
　半導体レーザ１１０１は、検体１９０を照明する光の光源である。本実施形態において
は、半導体レーザ１１０１は連続発振レーザであり、検体１９０からラマン散乱光を発生
させるために必要な強度の光を出射する。ラマン散乱の発生効率は、照明光の波長が短い
ほど高く、照明光の波長が長いほど低い。一方で、ラマン散乱光に対するバックグラウン
ドノイズとなる蛍光の強度は、照明光の波長が長いほど低く、照明光に波長が短いほど高
い。半導体レーザ１１０１からの光としては、例えば５３２ｎｍ、６３３ｎｍ、７８０ｎ
ｍのいずれかの波長の光を利用できる。なお、ここでは照明光学系１１０７の光源として
半導体レーザ１１０１を用いる場合を説明したが、これに限定されず、半導体励起固体レ
ーザやガスレーザなどの他のレーザ光源を用いることもできる。照明光学系１１１０７に
適用する光源の波長は、識別の対象となる材料に固有のラマンシフト量、信号対雑音比等
を考慮して選択される。
【００２５】
　レーザマウント１１０２は、半導体レーザ１１０１を保持し、放熱を行う。レーザドラ
イバ１１０３はレーザマウント１１０２を介して半導体レーザ１１０１に電流を供給し、
半導体レーザ１１０１を発振させ、同時に半導体レーザ１１０１の温度を一定に保つ。な
お、レーザドライバ１１０３は採光ユニット１１０ごとに設けられていてもよいし、複数
の採光ユニット１１０に対して１つのレーザドライバ１１０３が設けられていてもよい。
【００２６】
　コリメータレンズ１１０４およびシリンドリカルレンズ１１０５は半導体レーザ１１０
１の出射光の拡がりを制限し、平行光に整形する。シリンドリカルレンズ１１０５はアナ
モルフィックプリズムペアなど他のコリメート用光学素子を利用してもよい。また、照明
光学系１１０７は、レーザラインフィルタを含む波長フィルタ（不図示）を配置すること
ができる。波長フィルタは、照明光学系１１０７の瞳面の位置に配置することができる。
これにより、照明光学系１１０７によって検体１９０に照射される光の波長特性を改善す
ることができる。集光レンズ１１０６は、半導体レーザ１１０１からの光を検体１９０に
集光する。コリメータレンズ１１０４、シリンドリカルレンズ１１０５、および集光レン
ズ１１０６としては、合成石英で形成されたレンズを用いることが好ましい。これらのレ
ンズは半導体レーザ１１０１から高強度の光が通過するため、合成石英で形成されたレン
ズを用いることで、バックグラウンドとなる蛍光や観測系に含まれる微量成分由来のラマ
ン散乱光を低減することができる。
【００２７】
　なお、検体１９０から識別に十分な強度のラマン散乱光が得られれば、集光レンズ１１
０６は必ずしも必須ではない。すなわち、照明光学系１１０７は、コリメータレンズ１１
０４および／またはシリンドリカルレンズ１１０５によってコリメートされた光をそのま
ま検体１９０に照射する構成であってもよい。
【００２８】
　採光光学系１１１３は、照明光学系１１０７によって照明された検体１９０からのラマ
ン散乱光を採光する光学系である。採光光学系１１１３によって採光されたラマン散乱光
は、導光手段である光ファイバ１２１によって分光素子１３３へと導光される。採光光学
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系１１１３は、対物レンズ１１１０、励起光カットフィルタ１１１１、ファイバ集光レン
ズ１１１２を有する。
【００２９】
　対物レンズ１１１０は、照明光学系１１０７によって照明された検体１９０からのラマ
ン散乱光を採光する。対物レンズ１１１０などの採光光学系１１１３を構成する各レンズ
は、検体１９０によっては出力の高い光が照射される場合があるため、バックグラウンド
となる蛍光や観測系由来のラマン散乱光を低減するために合成石英で形成されたレンズを
用いることが好ましい。同様に、バルサムからのバックグラウンドの抑制、また、発熱に
よるバルサム剥がれの抑制のため、貼り合わせレンズは利用しない方が好ましい。すなわ
ち、対物レンズ１１１０などの採光光学系１１１３を構成する各レンズは、単レンズであ
ることが好ましい。また、導光手段である光ファイバ１１１４へのカップリング効率を向
上させるために、対物レンズ１１１０は非球面レンズであることが好ましい。
【００３０】
　励起光カットフィルタ１１１１は、バンドパスフィルタやロングパスフィルタ等の波長
フィルタであり、対物レンズ１１１０によって採光された光のうちの少なくとも一部の波
長域の光を遮光してラマン散乱光を透過させる。これにより、ラマン散乱光の測定に不要
な光を遮光し、ラマン散乱光を透過させる。フィルタ特性の観点から、励起光カットフィ
ルタ１１１１は対物レンズ１１１０とファイバ集光レンズ１１１２の間の平行光束中、す
なわち、採光光学系１１１３の瞳面に配置されることが好ましい。
【００３１】
　ファイバ集光レンズ１１１２は、ラマン散乱光を光ファイバ１２１にカップリングする
。励起光カットフィルタ１１１１が挿入されている場合、ファイバ集光レンズ１１１２か
らのラマン散乱光は無視できるため、光ファイバ１２１へのカップリング効率を優先して
ダブレットレンズなどの貼り合わせレンズを用いて収差を抑えるようにするとよい。
【００３２】
　なお本実施形態では、採光ユニット１１０が有する照明光学系１１０７と採光光学系１
１１３とが独立した構成としたが、これに限定はされない。すなわち、照明光学系１１０
７と採光光学系１１１３とが、それぞれの光学系を構成する各種レンズ等の光学要素の一
部を共有していてもよい。
【００３３】
　複数の採光ユニット１１０は、搬送ユニット１５０の搬送面に対向し、搬送ユニット１
５０の搬送方向に垂直な方向において異なる位置に配置されている。すなわち、複数の採
光ユニット１１０は、搬送ユニット１５０の幅方向において異なる位置に配置されている
。採光ユニット１１０のそれぞれは、搬送ユニット１５０の搬送面上の所定の領域内を通
過する検体１９０に光を照射して、所定の領域内からのラマン散乱光を採光するため、そ
れぞれの採光ユニット１１０が採光できる領域は限定的である。そこで、本実施形態のよ
うに採光ユニット１１０を複数設け、それらを搬送ユニット１５０の幅方向にずらして配
置することで、検体１９０の種類の識別を行うことのできる範囲を広げることができる。
これにより、識別処理および選別処理のスループットを向上させることができる。
【００３４】
　また、複数の採光ユニット１１０は、搬送ユニット１５０の搬送方向においても異なる
位置に配置されていることが好ましい。それぞれの採光ユニット１１０は照明光学系１１
０７および採光光学系１１１３を有するためにある程度の大きさを有している。そこで、
搬送ユニット１５０の搬送面に垂直な方向から見たときに複数の採光ユニット１１０を斜
めに配列することで、搬送ユニット１５０の幅方向における採光ユニット１１０の配置密
度を高めることができる。これにより、選別システム１による識別の分解能を高めること
ができ、より小さなサイズの検体１９０を識別することができるようになる。
【００３５】
　（光ファイバユニット）
　光ファイバユニット１２０は、複数の採光ユニット１１０のそれぞれによって採光され
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たラマン散乱光を分光器１３０に導光する導光手段である。光ファイバユニット１２０は
、複数の採光ユニット１１０ａ～ｅのそれぞれに対応する複数の光ファイバ１２１ａ～ｅ
を有している。それぞれの光ファイバ１２１の入射端は、対応する採光ユニット１１０の
採光光学系１１１３からの光が入射するように配置されている。一方、複数の光ファイバ
１２１は、その出射端において束ねられており、複数の採光ユニット１１０からのラマン
散乱光が１つの分光器１３０に導光されるように構成されている。なお、ここでは分光器
１３０を１つだけ設けた例について説明したが、分光器１３０の数は採光ユニット１１０
の数よりも少なければよい。このような構成にすることで、一般に高価な分光器１３０の
数を低減することができ、選別システムの構成を単純化し、コストを低減することができ
る。また、分光器１３０に起因する測定誤差やばらつきを低減することができ、選別シス
テムによる識別精度および選別精度を向上させることができる。
【００３６】
　図１において、光ファイバユニット１２０を構成する複数の光ファイバ１２１は、光フ
ァイバユニット１２０の出射端（分光器１３０側の端部）側において束ねられており、列
状に配置されている。光ファイバユニット１２０の出射端の配列方向は、分光素子１３３
、撮像部１３５に対する配置関係に基づいて決定される。光ファイバユニット１２０の出
射端の配列方向は、図１においては、紙面の略垂直方向に一列に並んでいる。したがって
、それぞれの光ファイバ１２１によって導光されたラマン散乱光も、紙面垂直方向に一列
に並んで、分光器１３０に入射する。この複数のラマン散乱光のそれぞれは、分光器１３
０の有する回折格子１３３によって分光され、光ファイバユニット１２０の出射端側にお
ける光ファイバ１２１の配列方向に垂直な方向、すなわち図１における紙面平行方向に分
光される。
【００３７】
　（分光器）
　分光器１３０は、採光光学系１１１３によって採光されたラマン散乱光を分光する分光
素子と、分光素子によって分光されたラマン散乱光を受光する撮像部と、を少なくとも有
し、該ラマン散乱光を分光し、スペクトル信号を生成する。分光器１３０は、結像レンズ
１３１と、ロングパスフィルタ１３２と、分光素子である回折格子１３３と、結像レンズ
１３４と、撮像部１３５と、を有する。
【００３８】
　結像レンズ１３１は、光ファイバ１２１からの光を平行光化する。ロングパスフィルタ
１３２は、結像レンズ１３１と回折格子１３３との間に配置され、残存する励起光成分を
除去し、ラマン散乱光を透過させる。
【００３９】
　回折格子１３３は、採光光学系１１１３によって採光されたラマン散乱光を分光し、ラ
マン散乱光を波長ごとに一次元的に分散させる。結像レンズ１３４は回折格子１３３で分
光された光を撮像部１３５上に結像する。これにより、撮像部１３４の受光面上には、ラ
イン状のスペクトル像が投影される。なお、分光器１３０中の各構成要素の光学配置や分
光方式は、ローランド配置やツェルニターナー方式等、適宜他の一般的に利用される形態
に変更してもよい。
【００４０】
　（撮像部）
　撮像部１３５は、分光素子である回折格子１３３によってそれぞれ一次元的に分光され
た複数のラマン散乱光を受光し、電気信号に変換するために配列された撮像素子を複数備
えている。撮像部１３５は、図１の紙面垂直方向および紙面平行方向に沿って光電変換素
子を含む画素が二次元的に配列されたエリアイメージセンサである。光ファイバユニット
１２０および回折格子１３３を上述のように配置することで、撮像部１３５の受光面上に
は、複数の光ファイバ１２１のそれぞれによって導光されて分光されたラマン散乱光が投
影された複数のスペクトル像が紙面垂直方向に並ぶ。また、撮像部１３５の受光面上にお
いて、それぞれのスペクトル像の波長成分は紙面平行方向に分布する。
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【００４１】
　図３は、撮像部１３５の構成を模式的に示す図である。撮像部１３５は、光電変換素子
を含む画素が行列状に配列された画素部１３５１を有している。撮像部１３５の受光面上
には、光ファイバユニット１２０を構成する複数の光ファイバ１２１のそれぞれによって
導光されて回折格子１３３で分光されたラマン散乱光が結像され、複数のスペクトル像３
００が投影される。ここでは、説明のためにスペクトル像の光強度の強弱をわかりやすく
するため、点線状に示している。スペクトル像３００は撮像部１３５によって、電気信号
に変換され、波長ごとの光強度情報、すなわちスペクトルデータとしてデータ処理部１４
０に出力される。
【００４２】
　画素部１３５１は、撮像部１３５のうちの有効な撮像エリアを規定すると換言される。
また、画素部１３５１は、二次元に配列した画素を有し、主走査と副走査とを組み合わせ
て走査され二次元の撮像イメージを撮像することができる。本願明細書において、副走査
は、主走査の方向と交差する方向に走査され、主走査より低い周波数で走査される。主走
査は一般に、画素部１３５１に含まれ副走査される画素行の数をＮとするとき、副走査周
波数のＮ倍以上の周波数で走査される。
【００４３】
　ここで、選別システム１は、搬送ユニット１５０によって検体１９０を搬送しながら検
体１９０の種類を識別し、その識別結果に応じて、後述する選別装置１６０によって検体
１９０を選別する。そのため、選別システム１による選別処理のスループットを高めるた
めには、搬送ユニット１５０による検体１９０の搬送速度を高めることが好ましい。撮像
部１３５上に投影されるスペクトル像は、搬送ユニット１５０の搬送面上を移動する検体
１９０から発生したラマン散乱光によるものである。そのため、搬送されている検体１９
０が採光ユニット１１０の検出可能領域内に存在する間に、撮像部１３５上にスペクトル
像が形成される。例えば、搬送ユニット１５０による搬送速度が２ｍ／秒、検体１９０の
大きさが１０ｍｍである場合には、検体１９０から発生するラマン散乱光によって形成さ
れるスペクトル像を撮像部１３５によって検出できる時間は５ミリ秒以下となる。したが
って、撮像部１３５としては、フレームレートが高いことが求められる。このような高フ
レームレートの撮像部としてはＣＭＯＳイメージセンサが挙げられ、したがって、撮像部
１３５としてはＣＭＯＳイメージセンサが好ましい。
【００４４】
　また、上述のように、検体１９０から発生するラマン散乱光の強度は極めて微弱である
ため、撮像部１３５の画素部１３５１の各画素に入射する光の強度も極めて微弱である。
したがって、撮像部１３５はスペクトル像３００を取得する波長領域において、高い感度
を持ったものを使用することが好ましい。一般に、ローリングシャッタ方式のイメージセ
ンサはグローバルシャッタ方式のイメージセンサと比較して画素構造が単純で開口率が高
く、光電変換素子を大きくできるため、感度およびダイナミックレンジを高めることがで
きる。また、画素構造が単純であることから、ローリングシャッタ方式のイメージセンサ
はグローバルシャッタ方式のイメージセンサよりも低コストであるというメリットもある
。これらの理由から、本実施形態では、撮像部１３５としてローリングシャッタ方式のＣ
ＭＯＳイメージセンサを用いている。
【００４５】
　撮像部１３５は、画素行ごとに順次リセット動作を行う、ローリングリセット方式のイ
メージセンサであることが好ましい。これにより、各画素行の露光時間をできるだけ長く
することができ、感度を高めることができる。
【００４６】
　撮像部１３５は、画素部１３５２中の特定の画素行について読み出し動作を行うクロッ
プ読み出し機能を備えていることが好ましい。これにより、例えば別の検出手段によって
検体１９０が採光ユニット１１０の検出可能領域に到達することを検出したときに、その
採光ユニット１１０に対応する画素行の読み出し動作を行うようにすることができる。
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【００４７】
　撮像部１３５は、読み出し回路１３５３と、水平走査回路１３５４と、垂直走査回路１
３５５と、出力回路１３５６と、を有しており、行列状に配置された複数の画素からの信
号を、行ごとに順次読み出す。垂直走査回路１３５５は、画素部１３５１中の任意の画素
行を選択して駆動する。読み出し回路２０７は、垂直走査回路１３５５によって選択され
た行の画素から出力された信号を読み出し、水平走査回路１３５４の制御に応じて出力回
路１３５６に転送する。これにより、主走査方向（行方向）の読み出しが行われる。また
、垂直走査回路１３５５が選択する行をシフトして、水平走査回路１３５４の制御に応じ
て読み出し回路１３５３が主走査方向の読み出しを行う。これを繰り返して、選択する画
素行を副走査方向（列方向）にシフトしていくことで、画素部１３５１全体から信号を読
み出すことができる。読み出された信号は、出力回路１３５６を介して撮像部１３５の外
部へと送出される。このとき、主走査方向の走査は高速に行われるが、副走査方向の走査
は主走査方向の走査よりも遅い。
【００４８】
　本実施形態では、回折格子１３３によって分光された複数のラマン散乱光のそれぞれが
、それぞれのスペクトル像が撮像部１３５の主走査方向に沿って投影されるように、光フ
ァイバユニット１２０、回折格子１３３、および撮像部１３５を配置している。換言すれ
ば、回折格子１３３による分光方向が、撮像部１３５の主走査方向に沿うように、光ファ
イバユニット１２０、回折格子１３３、および撮像部１３５を配置している。複数のラマ
ン散乱光の一つに対応して撮像部１３５に形成されるスペクトル像が撮像部１３５の主走
査方向に沿うように、出射端と回折格子１３３（分光素子）とが配置されていると換言さ
れる。また、回折格子１３３（分光素子）により分光された複数のラマン散乱光のスペク
トル像のそれぞれは、副走査の方向に沿って撮像部１３５の異なる位置に投影されると換
言される。これにより、撮像部１３５の受光面上に投影されるスペクトル像の信号を高速
に読み出すことができ、識別処理のスループットを高めることができる。
【００４９】
　ここで、スペクトル像が撮像部１３５の主走査方向に対して大きく傾いている場合につ
いて考える。例えばスペクトル像が撮像部１３５の主走査方向に対して９０°傾いている
場合には、副走査方向の信号読み出しが完了しないとスペクトル像全体の信号の読み出し
が完了せず、スループットが著しく低下する。また、行ごとに露光のタイミングがずれる
ことで、１つのスペクトル像のスペクトルデータ中に、異なる検体１９０からのラマン散
乱光による信号が混在してしまう可能性がある。このように、投影されるスペクトル像が
撮像部１３５の主走査方向に対して大きく傾いていると、スペクトルデータの時間分解能
が低下してしまう。
【００５０】
　したがって、スペクトル像の信号を高速に読み出し、スペクトルデータの時間分解能を
向上させるためには、投影されるスペクトル像と撮像部１３５の主走査方向とがなす角を
小さくすることが好ましい。例えば、スペクトル像と撮像部１３５の主走査方向とがなす
角は、０°以上５°以下であることが好ましく、０°以上３°以下であることがより好ま
しい。また、１つのスペクトル像の全体が、より少ない行数の画素行に投影されることが
好ましく、１つの画素行中に投影されることが最も好ましい。スペクトル像と撮像部１３
５の主走査方向とが平行になるようにすることが、最も好ましい。
【００５１】
　（データ処理部）
　データ処理部１４０は、撮像部１３５からラマン散乱光のスペクトルデータを取得する
。また、データ処理部１４０は、搬送ユニット１５０を駆動する駆動手段１５１へ駆動信
号、停止信号を適宜送出する。また、データ処理部１４０は受信した測定データから検体
１９０のラマンスペクトルを抽出し、分析することで、測定した検体１９０の種類を識別
する識別処理を行う。識別手法としては、例えば特許文献３（特開２００８－２０９１２
８号公報）や特許文献４（特開平１０－０３８８０７号公報）に記載されているような、
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ラマンスペクトルの特徴ピークや既知スペクトルとの照合によって実施することができる
。データ処理部１４０は樹脂材種の識別に加えて、ラマンスペクトルの特定ピークの検出
やデータベースとの照合によって添加物や不純物成分の特定など、ラマン分光法によって
一般的に利用可能な解析を行うこともできる。なお、データ処理部１４０は、フラットパ
ネルディスプレイのような表示部や、キーボードやマウス、タッチパネルのような入力部
を備え、ユーザからの指示を受け付けたり、ユーザに情報を提供したりしてもよい。また
、データ処理部１４０は、取得したスペクトルデータに対して、平滑化、スロープ補正、
あるスペクトル範囲での画素データの加算、画素データ間の演算処理などの各種処理を行
ってもよい。なお、データ処理部１４０の代わりに、これらのデータ処理手段としての機
能を持たせたＦＰＧＡを用いてもよい。データ処理部１４０は、撮像部１３５からラマン
散乱光のスペクトルデータを取得し、測定した検体１９０の種類を識別する識別処理を行
えればよく、ＣＰＵ、ＧＰＵ等を備えるコンピュータが含まれる。データ処理部１４０は
、必ずしもソフトウェアによる演算の実行を伴はないハードウェアで構成しても良い。
【００５２】
　（選別装置）
　選別システム１は、識別装置１００の識別結果に基づいて、検体１９０を選別する選別
装置１６０を備えている。選別装置１６０は、エアガン駆動装置１６１と、搬送ユニット
１５０の搬送方向に垂直な方向に配列された複数のエアガン１６２とを有する。本願明細
書において、識別と選別は、以下のように異なる概念として用いている。識別は、検体の
物質、または、検体の性質を特定し、選別は、検体の用途を特定することを意味する。検
体の物質は、組成、主成分、含有物質等が含まれ、検体の性質は、密度、表面粗度、表面
エネルギー、弾性率、線膨張係数等の物性値、特性値が含まれる。検体の用途は、廃棄、
リサイクル、追加分析、等の処分、供給先に基づいて、篩い分けや、マーキングを行うこ
とを含む。
【００５３】
　データ処理部１４０は、上述の識別処理の結果に応じて、エアガン駆動装置１６１にエ
アガン駆動信号を送信する。このとき、エアガン駆動信号は搬送ユニット１５０の搬送時
間、エアガン１６２のエア発射時間などを計算し、適当な遅延時間を与えてエアガン駆動
信号を送信する。すなわち、データ処理部１４０は、選別装置と搬送ユニット１５０とを
同期させる同期手段としての機能も有している。これにより、複数の検体１９０のうちの
所望の検体１９０に対して、かかる検体１９０が落下している間に圧縮空気を当てること
ができる。
【００５４】
　選別カゴ１６３は、搬送ユニット１５０に対して搬送方向２２０の下流側に配置されて
いる。搬送ユニット１５０によって搬送された検体１９０は搬送ユニット１５０の端部か
ら飛び出して落下し、選別カゴ１６３に入る。選別カゴ１６３は複数の小部屋に仕切られ
ており、選別装置による選別を受けて、種類ごとに検体１９０を収容する。
【００５５】
　本実施形態においては、エアガン１６２は、エアガン駆動信号がＯＮのときに圧縮空気
を発射することによって、識別装置１００の識別結果に基づき、選別の対象となる検体を
搬送方向上流側に向かって打ち落とす。これにより、かかる選別の対象となる検体は選別
カゴ１６３の搬送方向上流側に配置された小部屋に収容される。
【００５６】
　これにより、選別装置１６０は、識別装置１００の識別結果に応じて、樹脂片を含む検
体１９０を選別することができる。なお、上述の選別装置は一例であり、これに限定され
るものではない。選別装置として、例えばロボットハンドなどの他の選別装置を採用して
もよい。
【００５７】
　また、搬送ユニット１５０によって搬送される複数の検体１９０を整列させる整列手段
や、複数の検体１９０の形状や粒度を均一になるように調整する前処理手段を、搬送ユニ



(12) JP 2020-3501 A 2020.1.9

10

20

ット１５０の上流側に設けてもよい。整列手段や前処理手段としては、例えば、振動コン
ベアや振動篩機、破砕粒調機等を用いることができる。
【００５８】
　上述のように、本実施形態では、光ファイバユニット１２０を用いて分光器部分を集積
化し、複数のスペクトル像を撮像部１３５によってまとめて検出することで、樹脂識別装
置の装置構成を単純化している。また、複数のスペクトル像が撮像部１３５の主走査方向
に沿うように投影されるようにすることで、識別処理のスループットを高めることができ
る。
【００５９】
　本発明は上記実施の形態に制限されるものではなく、本発明の精神及び範囲から離脱す
ることなく、様々な変更及び変形が可能である。従って、本発明の範囲を公にするために
以下の請求項を添付する。
【００６０】
　本願は、２０１７年１２月８日提出の日本国特許出願特願２０１７－２３６２２６を基
礎として優先権を主張するものであり、その記載内容の全てをここに援用する。
【符号の説明】
【００６１】
　１００　識別装置
　１１０　採光ユニット
　１２１　光ファイバ
　１３３　分光素子（回折格子）
　１３５　撮像部
　１４０　データ処理部

【図１】 【図２】
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